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２０２５年８月２６日 

株式会社東京証券取引所 

上 場 部 

 

特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求について 

  

下記のとおり、特別注意銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせ

します。 

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。 

 

記 

 

１． 銘 柄 株式会社ＡＣＣＥＳＳ 株式 

（コード：４８１３、市場区分：プライム市場） 

   

２． 特別注意 銘柄 

指 定 日 

２０２５年８月２７日（水） 

   

 理 由 

（関連条 項） 

適時開示の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと

認められるため 

（有価証券上場規程第５０３条第１項第３号） 

   

３． 上場契約違約金 

金 額 

４，８００万円 

   

 理 由 

（関連条 項） 

適時開示の規定及び上場市場の変更申請に係る宣誓書において宣誓した

事項に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損した

と認められるため 

（有価証券上場規程第５０９条第１項第１号及び第３号） 

   

４． 理 由 の 詳 細 株式会社ＡＣＣＥＳＳ（以下「同社」という。）は、２０２５年６月３

０日に同社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報

告書を受領した旨を開示し、同日付けで過年度の決算内容の訂正を開示し

ました。 

これにより、同社の主力事業であるネットワーク事業を担う海外子会社

（以下「本件子会社」という。）において、同社及び本件子会社の一部の

経営陣の関与のもとで、ソフトウェアのライセンス販売に係る売上高の過

大計上及び先行計上が行われ、また、本来は費用計上すべきソフトウェア
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の開発費がソフトウェア資産として過大計上されていたこと（以下「本件

不適切会計」という。）が明らかになりました。 

その結果、同社は、２０２１年１月期から２０２５年１月期第２四半期

までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を

行い、それに伴う決算内容の訂正により、２０２４年 1 月期の営業損失１,

９７７百万円を１０５百万円、経常損失１，９２４百万円を１２百万円、

親会社株主に帰属する当期純損失２，２３１百万円を２８０百万円と過小

に表示していたなど、決算内容を大幅に偽っていたことなどが判明しまし

た。 

また、特別調査委員会の調査報告書及び日本取引所自主規制法人から同

社に対する照会への回答等からは、本件不適切会計が２０１８年１月期か

ら行われており、２０１８年１月期の各段階利益が６割以上減少し、２０

１９年１月期及び２０２０年１月期の各段階損益の赤字を黒字と表示し

ていたことも判明しました。 

さらに、同社は２０２０年２月に旧市場区分における当取引所マザーズ

市場から市場第一部に市場変更しているところ、同社は当取引所に提出す

る書類がすべて真実である旨の宣誓書を提出していたにもかかわらず、本

件不適切会計により市場変更申請書類等の財務数値に関して不実の記載

等を行ったうえで承認を得ていたことも判明しました。 

 

これらの背景として、本件では主に以下の点が認められました。 

・ 同社及び本件子会社の一部の経営陣の関与により、長期間にわたり複

数の不適切会計が行われており、同経営陣の財務報告に対する規範意

識に著しい欠如が認められること。また、同社代表取締役においても、

本件不適切会計の端緒となり得る情報に触れていながら適切な対応を

図っておらず、財務報告に対する意識の低さが認められること 

・ 本件子会社の事業規模の拡大に伴い、本件子会社の内部管理体制の強

化が必要であったにもかかわらず、業績の悪化等を理由に適切な対応

が見送られてきた結果、本件子会社において本件不適切会計を防止す

るための有効な内部統制が整備されず、また、本件子会社の役職員に

おいては、上場企業グループの一員であるとの意識が低く、特に財務

報告の重要性に対する意識が十分に醸成されてこなかったこと 

・ 同社においても、ネットワーク事業の拡大に伴い本件子会社の重要性

が高まってきたにもかかわらず、それに見合う形で本件子会社に対す

る管理体制の強化が適切に対応されず、同社からの牽制機能が有効に

果たせてこなかったこと 

 

以上のとおり、本件は、同社及び本件子会社の一部の経営陣の関与のも

とで長期間にわたり複数の不適切会計が行われた結果、投資者の投資判断

に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社

は２０２５年６月３０日付で再発防止策に係る開示を行っているものの、

未だ、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるこ

とから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。 

また、同社が、上記背景のもと投資判断情報として重要性の高い決算情

報について長期間にわたり誤った情報を公表し続けたこと、及び市場変更

審査において、上場市場の変更申請に係る宣誓書に違反していながら市場

変更の承認を得ていたことは、当取引所市場に対する株主及び投資者の信

頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支

払いを求めることとします。 
 

以   上 


